
 

              

  

 

2023年 12月 4日 

沖縄電力株式会社 

電気料金激変緩和対策事業および 

沖縄電気料金高騰緊急対策事業の延長にかかる対応について 

当社は、2022年 10月 28日の閣議決定「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に基

づく電気・ガス価格激変緩和対策事業（以下「電気料金激変緩和対策事業」）および沖縄県による沖

縄電気料金高騰緊急対策事業（以下「沖縄料金対策」）により電気料金の値引きを実施しております

が、このたび、2023年 12月使用分（2024年 1月分料金）までとされていた電気料金に対する値引き

支援が延長されることとなりました。 

当社としましては、経済情勢を踏まえた国および県の経済対策等への協力、家計や価格転嫁の困難

な企業の負担軽減といった観点を総合的に勘案し、電気料金激変緩和対策事業および沖縄料金対策に

かかる措置（以下「本措置」）について、下記の通り実施することといたしました。 

また、本措置に関連して本日、経済産業大臣に対して、「特定小売供給約款以外の供給条件」の認

可申請および「離島等供給約款以外の供給条件」の承認申請を実施しましたので、お知らせいたしま

す。 

記 

１．対象となるお客さま 

  低圧または高圧で受電して電気をご使用になるお客さま 

２．本措置の概要 

  特定小売供給約款等に基づき算定される燃料費調整単価から、１kWhあたり以下の単価（税

込）を値引き 

適用期間 低圧 高圧 

2024 年 1 月使用分（2024 年 2 月分料金）から 

2024年 4 月使用分（2024年 5 月分料金） 

5.0円 

（電気料金激変緩和対策事業：3.5 円） 

（沖縄料金対策：1.5円） 

3.0円 

（電気料金激変緩和対策事業：1.8 円）

（沖縄料金対策：1.2円） 

2024年 5 月使用分（2024年 6 月分料金） 

2.5円 

（電気料金激変緩和対策事業：1.8 円） 

（沖縄料金対策：0.7円） 

1.5円 

（電気料金激変緩和対策事業：0.9 円） 

（沖縄料金対策：0.6円） 

※本措置の実施に関し、お客さまご自身での手続きは不要です。 

※本措置により、当社モデルケース（使用電力量 260kWh/月）においては、毎月 1,300 円（6 月分料金は 650円）

の値引き（国のモデルケース（使用電力量 400kWh/月）においては、毎月 2,000円（6 月分料金は 1,000 円）

の値引き）となります。 

※本措置については、検針票およびＨＰでもお知らせいたします。 

※電気料金激変緩和対策事業についての詳細は、下記経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧ください。 

［引き続き、電気・都市ガス料金の負担軽減を行います｜資源エネルギー庁］ 

 https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/ 

別紙：値引き額等の確認方法について 

以上 

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/


別紙：値引き額等の確認方法について
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• 本措置では、燃料費調整単価より値引き単価を差し引いた単価に基づき電気料金を算定いたします。

• 値引き額は、以下の算式により、ご確認いただけます。

値引き額 ＝ ご使用量 × 値引き単価

※当社HPの特設サイトにて、値引き額シミュレーションが可能です。

URL ： https://www.okiden.co.jp/common/burdenreduction/index.html#jump3

【検針票のイメージ】

2024年２月分料金（低圧契約の場合）
使用量 値引き単価※ 値引き額
260kWｈ × 5.0円 ＝ 1,300円

※2024年6月分は値引き単価の幅を縮小

※使用量１ｋWｈあたり以下のとおり値引きしております。
＜国の支援＞令和６年２月分～５月分低圧３．５円高圧１．８円／６月分低圧１．８円高圧０．９円
＜沖縄料金対策＞令和６年２月分～５月分低圧１．５円高圧１．２円／６月分低圧０．７円高圧０．６円

国の電気料金激変緩和対策事業と沖縄電気料金
高騰緊急対策事業による支援単価・支援期間

260kWh

https://www.okiden.co.jp/common/burdenreduction/index.html#jump3

